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広
域
連
合
と
市
町
村
が
事
務
処
理

を
す
る
際
の
目
標
で
あ
る
神
奈
川
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
計
画
の
期
間

が
満
了
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
平
成

24
年
度
か
ら
平
成
27
年
ま
で
を
計
画

期
間
と
す
る
、第
２
次
広
域
計
画（
素

案
）
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
第
２
次
広
域
計

画
（
素
案
）
に
対
す
る
皆
さ
ん
か
ら

の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間

　

10
月
３
日（
月
）か
ら
31
日（
月
）ま
で

▼
資
料
の
入
手
方
法

　

平
成
23
年
10
月
３
日
（
月
）
か
ら
、

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
及
び
町
保
険
福
祉
課
の
窓
口
で
配

布
、
ま
た
は
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲

載
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

・
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合

　

☎
０
４
５（
４
４
０
）６
７
０
０

・
保
険
福
祉
課　

☎
内
線
２
４
７

　

町
で
は
、
平
成
15
年
に
策
定
し
た

｢

大
磯
町
生
涯
学
習
推
進
計
画｣

の

見
直
し
を
行
い
ま
す
。
平
成
25
年
度

か
ら
推
進
す
べ
き
各
種
施
策
を
盛
り

込
ん
だ
次
期
計
画
を
策
定
す
る
に
あ

た
っ
て
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を

反
映
す
る
た
め
、
一
緒
に
検
討
し
て

い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

２
名

▼
募
集
資
格　

町
内
に
住
所
を
有
す

る
20
歳
以
上
の
方

▼
任
期　

平
成
25
年
３
月
末
ま
で

▼
応
募
方
法　

所
定
の
応
募
用
紙
に

必
要
事
項
及
び
生
涯
学
習
に
つ
い

て
の
ご
意
見
等
を
１
，２
０
０
字

以
内
で
記
入
し
、
生
涯
学
習
課
へ

持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
生
涯
学
習
課
、
国
府

支
所
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い

て
配
布
。

▼
応
募
締
切　

10
月
14
日
（
金
）

▼
結
果
通
知　

10
月
末
ま
で

▼
会
議
開
催　

平
日
に
年
２
回
程
度

◎
問
い
合
わ
せ　

生
涯
学
習
課

　

☎
内
線
３
２
３
・
３
２
９

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
計
画
に
関
す
る
意
見
を
募
集

生
涯
学
習
推
進
計
画
策
定
委
員

募
集
町
の
生
涯
学
習
振
興
を
共
に
考
え
ま
せ
ん
か

　

町
で
は
町
内
で
活
動
す
る
団
体
等

に
補
助
金
の
交
付
を
し
て
い
ま
す
。

　

補
助
金
の
交
付
基
準
は
社
会
需
要

や
公
益
性
を
重
視
し
た
も
の
と
な
っ

て
お
り
、
原
則
と
し
て
補
助
期
間
は

３
年
間
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
活

動
意
欲
の
あ
る
団
体
を
育
成
す
る
た

め
、
法
令
等
で
定
め
の
あ
る
も
の
や

町
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
を

除
き
、
原
則
と
し
て
補
助
事
業
は
公

募
と
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
に
お
い
て
も
左
記
の

内
容
で
、
補
助
金
等
に
関
す
る
基
本

指
針
に
基
づ
き
補
助
金
交
付
対
象
事

業
を
募
集
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

財
政
課　

☎
内
線
２
１
９

対象団体 対象事業を行う町内の団体

交付基準 ・公益性、公平性に優れた内容で、社会的需要が高いこと
・団体における公正性が認められること

対象事業
安全対策事業、福祉対策事業、健康づくり事業、交流対策事
業、自然環境事業、次世代育成事業、生涯学習事業、文化ス
ポーツ活動事業、まちづくり事業、地域活性化事業

補 助 額
原則として対象事業にかかる経費の１／２以内で、予算の範
囲で決定します。（ただし、一部補助対象外となる経費があ
ります。）

事業採択 補助金交付基準等に基づく審査のうえ、補助対象事業を決定
します。

応募要領

補助金等交付規則及び公募型補助金交付要綱をご覧のうえ、
所定の申請書等を各事業の所管課へ提出してください。（提
出の際は必ず所管課にご相談ください。）なお、平成 23年
度の補助金交付団体も申請が必要となります。
規則及び要綱、申請書等は財政課窓口で配布します。また、
町ホームページからもダウンロードできます。

提出期限 10 月 21日（金）【必着】
※詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、財政課までお問い合わせください。

ま
ち
づ
く
り
を
応
援
し
ま
す
！

平
成
24
年
度

  

公
募
型
補
助
金
事
業
を
募
集

▼
特
別
徴
収
と
は

　

給
与
支
払
者
で
あ
る
事
業
主
の
方
が
、

従
業
員
の
個
人
町
県
民
税
を
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、
毎
月
の
給
与

の
支
払
い
の
際
に
差
し
引
い
て
徴
収
し
、

町
に
納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

▼
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て

①
所
得
税
は
毎
月
の
給
与
か
ら
徴

収
税
額
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
が
、
町
県
民
税
は
町

が
税
額
を
計
算
し
て
通
知
し
ま

す
の
で
、
事
業
主
の
方
に
は
計

算
の
煩
わ
し
さ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

②
従
業
員
の
方
々
が
、
金
融
機
関

に
出
向
い
て
納
付
す
る
手
間
が

な
く
な
り
ま
す
。

③
従
業
員
の
方
々
が
、
年
税
額
を

年
４
回
納
め
る
「
普
通
徴
収
」

と
比
べ
て
、
年
12
回
で
納
め
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
１
回
あ
た
り
の

税
負
担
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

○
大
変
便
利
な
制
度
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
現
在
特
別
徴
収
し
て
い
な

い
事
業
主
の
方
は
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

税
務
課

　

☎
内
線
２
５
３
・
２
５
４

町県民税の
特別徴収に
ご協力を！！

事業主の皆様へ


